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平成２９年１０月１９日判決言渡  

平成２９年(行ケ)第１００５２号 審決取消（商標）請求事件 

口頭弁論終結日 平成２９年８月３日 

判        決 

 

原       告      安踏（中国）有限公司 

 

同訴訟代理人弁理士      三 上 真 毅 

 

 

被       告     ブルックス スポーツ インコーポレイテッド 

 

同訴訟代理人弁護士              田  和  彦 

               佐 竹 勝 一 

               山 本 飛 翔 

      弁理士      藤 倉 大 作 

主        文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は，原告の負担とする。 

３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのため

の付加期間を３０日と定める。 

事 実 及 び 理 由   

第１ 請求の趣旨 

 特許庁が取消２０１４－３００９７６号事件について平成２８年１１月１７日に

した審決を取り消す。 

第２ 事案の概要 
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 本件は，商標登録取消審判請求に対する審決の取消訴訟である。争点は，①被告

又は通常実施権者による標章使用の有無及び②使用された標章と登録商標との同一

性の有無である。  

  １ 本件商標  

 商標登録第４１６８３７１号商標（以下，「本件商標」という。）は，下記の構

成からなり，第２５類「被服（ゴルフ専用のものを除く。）ガーター（ゴルフ専用

のものを除く。），靴下止め（ゴルフ専用のものを除く。），ズボンつり（ゴルフ

専用のものを除く。），バンド（ゴルフ専用のものを除く。），ベルト（ゴルフ専

用のものを除く。），運動靴（ゴルフ専用のものを除く。），その他の履物（ゴル

フ専用のものを除く。），運動用特殊衣服（ゴルフ専用のものを除く。），運動用

特殊靴（ゴルフ専用のものを除く。）」を指定商品として，平成１０年７月１７日

に設定登録されたものである（甲１の１・２）。 

 

 

 

 ２ 特許庁における手続の経緯  

 原告は，平成２６年１２月５日，本件商標について，商標法５０条に基づく商標

登録取消審判を請求し（取消２０１４－３００９７６号。以下「本件審判請求」と

いう。），その登録は同月２４日にされた（甲１の１）。  

 特許庁は，平成２８年１１月１７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」と

の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月２８日に原告に送達

された。  

 ３ 本件審決の理由の要点  

  ⑴ 被告が提出した証拠（甲２の２・３）によると，ブルックス・スポーツ株

式会社（以下「ブルックス・スポーツ社」という。）は，平成２４年１月５日に設

立された後，被告の完全子会社になったことが認められる。 
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 被告が証拠として提出したカタログ（甲２の７。以下「本件カタログ」とい

う。）及び請求書（甲２の９。以下「本件請求書」という。）によると，ブルック

ス・スポーツ社は，平成２６年２月２４日，カスタムプロデュース株式会社（以下

「カスタムプロデュース社」という。）に対し，赤色と濃紺に色分けされた本件商

標と同一の構成態様からなる商標（以下「使用商標」という。）が付された「ラン

ニング用シューズ」（以下「使用商品」という。）を納品したことが認められるか

ら，ブルックス・スポーツ社は，平成２６年２月頃，使用商標が付された使用商品

を輸入したものと認められる（以下「本件輸入」という。）。 

 ブルックス・スポーツ社が被告の完全子会社であることからすると，被告が，ブ

ルックス・スポーツ社を介して，使用商標が付された使用商品を輸入したものとみ

ることができる。 

 使用商標は，色彩を本件商標と同一にすれば，本件商標と同一の商標といえるか

ら，使用商品には，本件商標が使用されているものと認められる。 

 したがって，被告は，平成２６年２月頃，本件商標が付された「ランニング用シ

ューズ」を輸入したものといえるところ，「ランニング用シューズ」は，本件商標

の指定商品のうち「運動靴（ゴルフ専用のものを除く。）」の範疇に属する。  

  ⑵ 本件商標の通常実施権者であるカスタムプロデュース社は，平成２６年当

初，「ランニング用シューズ」に係る本件カタログに本件商標を付して頒布したと

ころ，「ランニング用シューズ」は，本件商標の指定商品のうち「運動靴（ゴルフ

専用のものを除く。）」の範疇に属する。 

  ⑶ 以上のとおり，被告は，商標権者及び通常実施権者が，本件審判請求の登

録前３年以内に，日本国内において，指定商品について本件商標を使用していたこ

とを証明したと認めることができる。 

第３ 原告主張の審決取消事由  

 １  被告又は通常実施権者による使用の不存在 

  ⑴ 被告による輸入について 
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 ブルックス・スポーツ社が被告の完全子会社であることを裏付ける証拠として，

被告が本件審判請求において提出した株式譲渡証書（甲２の３。以下「本件株式譲

渡証書」という。）には，株式の譲受人として「ブルックス・スポーツ・インク」

と記載されており，被告の名称と厳密には一致しない上，譲渡人のＡ（以下「Ａ」

という。）は，ブルックス・スポーツ社の役員でもなく（甲２の２），Ａが同社の

発起人であり，設立当時の発行済み全株式を有していたとの被告の主張を裏付ける

客観的な証拠は提出されていない。また，株式の譲受人が米国法人であることから

すると，日本語の本件株式譲渡証書のみに株式の譲渡人の署名を求めるのは不自然

である。 

 被告が本件審判請求において提出した本件請求書（甲２の９）からは，被告が自

ら本件輸入に関与したかどうかは明らかでない。 

 したがって，被告が使用商標が付された使用商品を輸入したことは証明されてい

ない。 

  ⑵ 通常実施権者によるカタログの頒布について 

 カスタムプロデュース社が被告の日本における総販売代理店であることを裏付け

る証拠は提出されておらず，同社が運営するウェブサイト（甲２の６）や同社が作

成した本件カタログ（甲２の７）にも，その旨の記載はない。平成２４年２月５日

付けのニュースリリースにおいて，被告とカスタムプロデュース社との関係は，

「提携」（Ｐａｒｔｎｅｒ）とされており（甲２の４・５），総販売代理店とはさ

れていない。 

 したがって，カスタムプロデュース社が本件商標の通常実施権者であることは証

明されていない。 

 ２ 使用の事実の不存在 

  ⑴ 本件カタログについて 

 本件カタログ（甲２の７）は，ブルックス・ランニング・カンパニー社のランニ

ング用シューズに関するものであり，被告との関係が不明である。また，一般消費
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者向けのランニング用シューズでありながら，本件カタログには商品価格に関する

記載がないから，本件カタログは，商品の販売目的で作成されたものではなく，運

動靴の「広告」や「取引書類」に該当しない。さらに，被告が本件カタログの印刷

を発注した際の注文確認書であるとして本件審判請求において提出したもの（甲２

の８。以下「本件注文確認書」という。）に記載された商品名からは，発注された

印刷物が本件カタログかどうか明らかでないし，カタログが印刷された事実がある

からといって，当該カタログが頒布されたことにはならず，頒布された事実の立証

はない。 

  ⑵ カスタムプロデュース社への納品について 

 本件請求書（甲２の９）には，ブルックス・スポーツ社の社印が押されていない

から，その信憑性は疑問である。 

  ⑶ したがって，本件審決が認定した使用の事実は，いずれも証明されていな

い。 

 ３ 使用商標と本件商標との同一性の不存在 

 本件商標と使用商標とを対比すると，最初の「Ｂ」以外の欧文字部分においては，

軽微な差異しか認められないものの，「Ｂ」の文字と右向きのＶ字状図形（以下，

この部分を「Ｂ図形部分」という。）の描き方において顕著に異なる。すなわち，

使用商標は，Ｂ図形部分の一部のみが赤色に着色されているだけでなく，右向きの

Ｖ字状図形が「Ｂ」の文字と分離して特定できる態様で描かれており，また，Ｖ字

状図形と重なる「Ｂ」の文字の縦線部分が当該図形と隙間なく描かれている点にお

いて，本件商標とは大きく異なる。 
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本件商標のＢ図形部分 使用商標のＢ図形部分 

  

 本件商標において，最初の「Ｂ」以外の欧文字部分が普通のローマン体で書され

ていることからすると，Ｂ図形部分の外観的特徴は，本件商標の構成において基本

をなす部分ということができる。 

 本件商標のように構成要素に色彩を含まないものにあっては，色彩は特定されて

おらず，商標全体が不特定一色と解すべきであるから，一部分だけに色彩が付され

た使用商標には，商標法７０条１項の適用はない。 

 したがって，使用商標と本件商標とは，同一性がない。 

第４ 被告の主張 

 １ 被告又は通常実施権者による使用の不存在について 

  ⑴ ブルックス・スポーツ社は被告の完全子会社であること 

 インク（Inc.）は，インコーポレイテッド（incorporated）の最初の３文字をと

って省略した形であって，意味としては同一であるから，本件株式譲渡証書（甲２

の３）における株式の譲受人の表記である「ブルックス・スポーツ・インク」は，

被告の名称と一致する。本件株式譲渡証書（甲２の３）に特段の疑義は存在せず，

ブルックス・スポーツ社は被告の完全子会社である。 

  ⑵ 本件輸入をもって，被告による本件商標の使用が認められること 

 親会社である被告は，ブルックス・スポーツ社の全株式を有する者として，同社

と実質的に同一の会社と評価できることから，ブルックス・スポーツ社による本件

輸入は，仮に被告が明示的に本件輸入に関与していなかったとしても，被告による

輸入と同視できる。 

 仮に被告が本件輸入に明示的に関与することが必要であると解しても，本件輸入
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は，逆から言えば，被告自身が日本の子会社であるブルックス・スポーツ社に輸出

したものであって，被告は，この輸出行為をもって，本件輸入に明示的に関与して

いるといえる。 

  ⑶ カスタムプロデュース社は被告の日本国内における販売総代理店であるこ

と 

   ア 販売総代理店とは，法的に定義された用語ではないが，一般に，特定の

地域や特定の市場全体についての販売権を一手に担う代理店を指す言葉として用い

られている。そのため，名称のいかんを問わず，カスタムプロデュース社が，特定

の地域（日本国内）について，被告が取り扱う商品の販売権を一手に担う代理店と

いうことができれば，カスタムプロデュース社は被告の日本国内における販売総代

理店に当たるということができる。 

   イ 被告は，平成２４年１月２３日に，ブルックス・スポーツ社及びカスタ

ムプロデュース社との間で，カスタムプロデュース社が日本における被告の販売総

代理店になる旨の契約を締結しており（乙１），カスタムプロデュース社が被告の

日本における販売総代理店であることは明らかである。なお，カスタムプロデュー

ス社が日本における被告の販売総代理店であることは，新聞でも取り上げられてい

る（乙２）。 

 また，平成２４年２月５日付けのニュースリリースにおいて，①被告がカスタム

プロデュース社と提携しており，②カスタムプロデュース社が被告の日本における

パートナーであることを発表している（甲２の４・５）ところ，このような不特定

多数の第三者に向けたプレスリリースにおいて提携先を偽る特段の理由は存しない。 

 さらに，特定商取引に関する法律１１条及び特定商取引に関する法律施行規則８

条１項１号によると，商品の通信販売を行う際には，通信販売事業者の名称及び住

所を表示する義務があり，この義務に基づき，被告の製品を取り扱うウェブサイト

（甲２の６）の「特定商取引法に基づく表示」に，販売業者として「カスタムプロ

デュース株式会社」と表示されている（以下「本件特商法表示」という。）。 
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   ウ 被告，ブルックス・スポーツ社及びカスタムプロデュース社の間におけ

る，上記イの契約書（乙１）の１条Ａ項において，カスタムプロデュース社は，

「ｅｘｃｌｕｓｉｖｅ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｏｒ」と規定されている。また，カス

タムプロデュース社は，運営元の異なる各種ウェブサイトにおいて被告の「輸入総

代理店」と表記されている（乙３～６）。 

   エ したがって，カスタムプロデュース社は，被告の日本国内における販売

総代理店である。 

    ⑷ カスタムプロデュース社が通常使用権者であること 

   ア 前記⑶のとおり，カスタムプロデュース社は，被告の日本国内における

販売総代理店であるから，カスタムプロデュース社は本件商標の通常使用権者とい

うことができる。 

   イ 仮に，カスタムプロデュース社が被告の日本国内における販売総代理店

といえない場合であっても，以下のとおり，本件の事実関係の下では，カスタムプ

ロデュース社は本件商標の通常使用権者ということができる。 

     被告，ブルックス・スポーツ社及びカスタムプロデュース社の間にお

ける，前記⑶イの契約書（乙１）５条Ａ項により，カスタムプロデュース社は，本

件商標を含む被告の商標を使用する権利と義務があるから，本件商標を使用する権

利を許諾されていることは明らかである。 

     前記⑶イの本件特商法表示は，カスタムプロデュース社が被告の商品

（本件商標が付された商品を含む。）を日本国内において販売していることを強く

裏付けるものである。また，前記⑶イのとおり，被告は，カスタムプロデュース社

と提携し，日本におけるパートナーにする旨発表しているから，日本国内における

カスタムプロデュース社による本件商標が付された被告の製品の販売は，被告の意

思に基づくものということができる。 

     したがって，カスタムプロデュース社は本件商標の通常使用権者であ

る。 
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  ２ 使用の事実の不存在について 

  ⑴ 本件カタログについて 

   ア 本件カタログ（甲２の７）に記載されている「ＢＲＯＯＫＳ ＲＵＮＮ

ＩＮＧ ＣＯＭＰＡＮＹ」とは，独立した会社名ではなく，被告がランニング用の

商品を専門的に扱ってきたことを示すキャッチフレーズのようなものであって，被

告のことを表す表現にすぎない（乙７）。 

   イ 商品価格に関する表記がないカタログは珍しいものではない。そのため，

具体的な販売価格を明示しないことのみをもって，運動靴の「広告」や「取引書

類」に該当しないと考えることは不合理である。 

   ウ 本件注文確認書（甲２の８）は，本件カタログを発注した際のものであ

る（乙７）。そのことは，注文確認書の「カラー」「中閉じ冊子」との表記が，本

件カタログがカラーの中閉じ冊子になっていることと整合していることからも裏付

けられる。 

 カタログを有償で発行したにもかかわらず，一切頒布しないということは経済的

に極めて不自然，不合理であり，特段の事情がない限り，カタログを発行すれば，

それを頒布したものとみるのが商取引の通念から相当である。本件カタログは，販

売店向けの展示会で販売店に頒布するために，平成２５年７月２７日に５００部発

注し（同年８月１３日納品），同年８月下旬頃にカスタムプロデュース社によって

展示会にて頒布された（乙７）。このことは，本件カタログの表紙には「２０１４

ＳＳコレクション」と表示されており，本件カタログは，２０１４年の商品カタロ

グであるといえるため，遅くとも平成２６年の当初には頒布されたものと合理的に

考えられることからも裏付けられる。 

エ したがって，本件カタログは，カスタムプロデュース社によって，遅く

とも平成２６年当初には頒布されたものである。 

    ⑵ カスタムプロデュース社への納品について 

 本件請求書（甲２の９）は，カスタムプロデュース社がブルックス・スポーツ株
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式会社から被告の商品を納入した際の請求書であって，請求書に記載どおりの製品

を記載の数量で納入したものである（乙７）。請求書に社印が押印されないことも

十分にあり得るのであって，社印の不存在のみをもって取引の不存在を導くことは

不合理である。 

  ３ 使用商標と本件商標との同一性の不存在について 

  ⑴ 商標法７０条１項は，「登録商標に類似する商標であって，色彩を登録商

標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるもの」は，

商標法５０条における「登録商標」に含むと規定している。 

 そこで，本件商標と使用商標を，色彩の点を除き，双方白黒にして比較すると，

「Ｂ」の左側の直線とＶ字状図形の交差する点にわずかな隙間が存在するのみで，

外観においてほとんど差異がないものといえる。 

 

 また，この差異は，図形を拡大し，注意深く見れば発見できるものの，小さなサ

イズで特に注意を払うことなく見ると，差異自体に気付かないことも十分にあり得

る。 

 したがって，使用商標の使用をもって，本件商標を使用したということができる。 

    ⑵ 商標法７０条１項の趣旨は，登録商標と色彩のみを変更することによって，

同一の商標ではなく，類似の商標として，商標法２５条の使用権の専用的効力を潜

脱することを防止することにある。原告の主張のように解すると，色彩に限定のな

い登録商標については，色彩を二色付せば，商標法７０条１項の適用を免れ，商標

法２５条の使用権の専用的効力を容易に潜脱することが可能となるが，このような

解釈は商標法７０条１項の趣旨に反する。 
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したがって，原告の商標法７０条１項に関する主張には理由がない。 

第５ 当裁判所の判断 

１ ブルックス・スポーツ社及びカスタムプロデュース社について 

 ⑴ ブルックス・スポーツ社が被告の完全子会社であるかどうかについて 

証拠（甲２の２・３）によると，①ブルックス・スポーツ社は，平成２４年１月

５日，東京都渋谷区に本店を有する，資本金１０００万円，発行済株式総数２０株

の株式会社として設立されたこと，②Ａは，平成２４年１月１６日，同人が有する

ブルックス・スポーツ社の発行済株式の全部を被告に譲渡したこと，以上の事実が

認められる。これらの事実によると，ブルックス・スポーツ社は，被告が，その発

行済株式の全部を有する，完全子会社であると認められる。 

この点について，原告は，本件株式譲渡証書（甲２の３）には，株式の譲受人と

して「ブルックス・スポーツ・インク」と記載されており，被告の名称と厳密には

一致しないと主張するが，インク（Inc.）は，インコーポレイテッド（incorporat

ed）の最初の３文字をとって省略した形であるから，本件株式譲渡証書に記載され

ている株式の譲受人は，被告と一致するものと認められる。また，原告は，譲渡人

のＡは，ブルックス・スポーツ社の役員でもなく，Ａが同社の発起人であり，設立

当時の発行済全株式を有していたとの被告の主張を裏付ける客観的な証拠は提出さ

れていないと主張するが，本件株式譲渡証書（甲２の３）によると，被告は，Ａか

ら，同人が有するブルックス・スポーツ社の発行済株式の全部を譲渡されたと認め

られるのであって，原告が主張する事情は，この認定を左右するものということは

できない。さらに，原告は，株式の譲受人が米国法人であることからすると，日本

語の本件株式譲渡証書のみに株式の譲渡人の署名を求めるのは不自然であると主張

するが，ブルックス・スポーツ社は，日本法に準拠して設立された株式会社であっ

て，日本語の本件株式譲渡証書のみに株式の譲渡人の署名があるとしても不自然で

はない。したがって，原告のこれらの主張は，いずれも採用することはできない。
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 ⑵ カスタムプロデュース社が通常実施権者であるかどうかについて 

   ア 証拠（甲２の１・４～６，乙１，７）によると，次の事実が認められる。 

     被告，ブルックス・スポーツ社及びカスタムプロデュース社は，平成

２４年１月２３日，カスタムプロデュース社を日本におけるブルックス製品（ラン

ニング用運動靴）の独占的なディストリビュータとする契約を締結した。この契約

においては，本件商標は，被告に帰属する独占的な財産であること，カスタムプロ

デュース社が，広告，カタログ，価格表等を作成したときは，その使用前に承認を

得ることなどが規定されている。 

     平成２４年２月５日付けのニュースリリースにおいて，被告は，カス

タムプロデュース社と提携しており，同社が被告の日本におけるパートナーである

ことを発表した。 

     被告の日本におけるウェブサイトは，カスタムプロデュース社が運営

しており，同ウェブサイトにおけるオンラインショップは，平成２６年１０月から

開設されているところ，同ウェブサイトには，「特定商取引に関する法律に基づく

表記」として，「カスタムプロデュース株式会社」が販売業者として表示されてい

る（本件特商法表示）。 

   イ 以上の事実に，後記２⑴のとおり，カスタムプロデュース社は，本件カ

タログを作成し，頒布するなどしていることを総合すると，同社は，平成２４年１

月２３日に，被告から，日本において本件商標が付されたランニング用運動靴を独

占的に販売する権利を与えられ，それに伴って，本件商標の通常実施権を許諾され

たものと認められる。 

  ２ 本件輸入及び本件カタログの頒布について 

  ⑴ア 証拠（甲２の１・７～９，乙７）と弁論の全趣旨によると，次の事実が

認められる。 

     カスタムプロデュース社は，平成２５年７月２７日，２０ページのフ

ルカラーＡ４中閉じの本件カタログ５００冊を発注し，同年８月１３日に納品を受
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け，同年８月下旬頃に展示会において頒布した。 

     本件カタログには，表紙に使用商標が表示されるとともに，使用商標

を含む表記として「ＢＲＯＯＫＳ ＲＵＮＮＩＮＧ ＣＯＭＰＡＮＹ」との記載が

されている。また，本件カタログ中には，「ヘリテージ・フットウェア・コレクシ

ョンは，ブルックス・ランニング・カンパニー１００周年を記念して発売される・

・・ヴィンテージ・コレクション」との記載があり，使用商標を付したランニング

用運動靴の写真が多数掲載されているほか，「２０１４ＳＳコレクション」との表

示がある。本件カタログは，平成２６年へ向けての製品を掲載したカタログである。 

     ブルックス・スポーツ社は，平成２６年２月２４日に，カスタムプロ

デュース社に対し，使用商標が付されたランニング用運動靴を販売した。 

   イ 上記アの認定について，原告は，本件カタログは，ブルックス・ランニ

ング・カンパニー社のランニング用シューズに関するものであり，被告との関係が

不明であると主張する。しかし，上記⑴認定のとおり，本件カタログには，「ＢＲ

ＯＯＫＳ ＲＵＮＮＩＮＧ ＣＯＭＰＡＮＹ」，「ブルックス・ランニング・カン

パニー」との記載があるが，乙７（カスタムプロデュース社代表者の陳述書）と弁

論の全趣旨によると，この記載は，被告が１００周年を記念して復刻させた表記で

あって，そのような会社があるわけではなく，本件カタログは，被告の製品につい

てのカタログであると認められる。また，原告は，本件注文確認書（甲２の８）に

記載された商品名からは，発注された印刷物が本件カタログかどうか明らかでなく，

カタログが印刷された事実があるからといって，当該カタログが頒布されたことに

はならず，本件カタログが頒布された事実の立証はないと主張する。しかし，本件

注文確認書（甲２の８）に記載された商品が本件カタログであること及び本件カタ

ログが頒布された事実は，乙７（カスタムプロデュース社代表者の陳述書）によっ

て認められる。本件注文確認書（甲２の８）に記載された商品の内容（２０ページ

のフルカラーＡ４中閉じ）は，本件カタログ（甲２の７）の内容と整合するもので

あるし，時期的にも，本件カタログが平成２６年に向けての製品を掲載したもので
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あることと整合するのであって，前記認定事実を覆すに足りる証拠はない。さらに，

原告は，本件請求書（甲２の９）には，ブルックス・スポーツ社の社印が押されて

いないから，その信憑性は疑問であると主張するが，社印が押されていないからと

いって，直ちにその信憑性を疑うことはできない。したがって，原告の上記主張は，

いずれも採用することができない。 

  ⑵ 本件輸入について 

 前記⑴認定のとおり，ブルックス・スポーツ社は，平成２６年２月２４日に，カ

スタムプロデュース社に対し，使用商標が付されたランニング用運動靴を販売した

ことからすると，平成２６年２月頃，使用商標が付されたランニング用運動靴（使

用商品）が輸入されたものと認められる。そして，前記１⑴認定のとおり，ブルッ

クス・スポーツ社が，被告の完全子会社であることからすると，この輸入は，被告

によってされたものと評価することができる。 

 ⑶ 本件カタログの頒布について 

前記１⑵認定のとおり，カスタムプロデュース社は，本件商標についての通常実

施権者であるところ，前記⑴認定のとおり，同社は，使用商標が付された本件カタ

ログを作成し，平成２５年８月下旬頃に頒布したものと認められるから，同社は，

「広告」又は「取引書類」に使用商標を付して頒布したものと認められる。この点

について，原告は，本件カタログには商品価格に関する記載がないから，本件カタ

ログは，商品の販売目的で作成されたものではなく，運動靴の「広告」又は「取引

書類」に該当しないと主張する。しかし，本件カタログに商品価格に関する記載が

ないからといって，本件カタログが商品の販売目的で作成されたものでないという

ことはできないから，原告の上記主張を採用することはできない。 

３  使用商標と本件商標との同一性について 

 ⑴ 本件商標と使用商標とを対比すると，最初の「Ｂ」以外の欧文字部分にお

いては，差異は認められないが，「Ｂ」の文字と右向きのＶ字状図形（Ｂ図形部

分）においては，①使用商標は，右向きのＶ字状図形が赤色に着色されていて
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「Ｂ」の文字と色が異なっているのに対し，本件商標は，右向きのＶ字状図形が

「Ｂ」の文字と同色である点，②使用商標は，右向きのＶ字状図形が「Ｂ」の文字

と分離して特定できる態様で描かれているのに対し，本件商標は，右向きのＶ字状

図形が「Ｂ」の文字と分離して特定できる態様で描かれていない点，③使用商標は，

右向きのＶ字状図形と重なる「Ｂ」の文字の縦線部分が当該図形と隙間なく描かれ

ているのに対し，本件商標は，右向きのＶ字状図形と重なる「Ｂ」の文字の縦線部

分と当該図形との間に隙間がある点において，差異がある。 

しかし，上記②及び③の点は，わずかな差異であって，よく見ないと見逃してし

まう程度の差異である。また，上記①の点についても，赤色に着色されているのは，

右向きのＶ字状図形のみであって，全体から見ると一部分にすぎない。 

 ⑵ 商標法７０条１項は，「登録商標に類似する商標であって，色彩を登録商

標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるもの」は，

商標法５０条における「登録商標」に含むと規定しているところ，上記⑴で述べた

ところからすると，使用商標は，「本件商標に類似する商標であって，色彩を本件

商標と同一にするものとすれば本件商標と同一の商標であると認められるもの」と

いうことができるから，商標法５０条における「登録商標」に含むものと認められ

る。 

この点について，原告は，本件商標において，最初の「Ｂ」以外の欧文字部分が

普通のローマン体で書されていることからすると，Ｂ図形部分の外観的特徴は，本

件商標の構成において基本をなす部分ということができると主張するが，Ｂ図形部

分は，本件商標の一部分にすぎないから，Ｂ図形部分の外観的特徴が本件商標の構

成において基本をなす部分ということはできない。また，原告は，本件商標のよう

に構成要素に色彩を含まないものにあっては，色彩は特定されておらず，商標全体

が不特定一色と解すべきであるから，一部分だけに色彩が付された使用商標には，

商標法７０条１項の適用はないと主張するが，商標法７０条１項を原告が主張する

ように限定して解すべき理由はない。なお，原告が引用する審決例（甲４）は，色
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彩を付することによって非類似となった事例であって，色彩を付することによって

非類似となったとはいえない本件とは事案が異なるというべきである。 

 ⑶ したがって，使用商標と本件商標とは同一性が認められる。 

４ 以上によると，被告は，被告又はその通常実施権者が，本件審判請求の登録

前３年以内に，日本国内において，指定商品について本件商標を使用していたこと

を証明したと認めることができる。 

第６ 結論 

よって，本件審決を取り消すべき理由はないから，原告の請求を棄却することと

して，主文のとおり判決する。 

     知的財産高等裁判所第２部 
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